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宮
日
行
事
は
自
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一
五
円
口
か
ら
十
八
日
ま
で
照
大
に
行

号

一

な
わ
‘れ
ま
す
が
、
と
と
し
は
、
各

釘

一
町
内
の
悩
し
物
そ
取
り
止
め
て
、

均

一
そ
の
続
的
此
北
陸
、
沢一
畿
、
伊
勢

C
一
半
島
の
被
加
者
ヘ
水
害
義
援
金
と

一
し
て
附
り
、
判
事
だ
け
行
な
う
こ

一
と
を
、
大
村
市
お
宮
自
奉
賛
会
で

一
決
定
し
、

一
般
に
協
力
方
を
呼
ひ

一
か
げ
て
い
ま
す
。

一

各
神
社
の
祭
典
は
つ
ぎ
の
と
お

一
り
で
す
。

十
五
日
一春
什
神
社
、

皇
犬
神
宮

十
六
日
大
村
神
社
、
十
七
日
宮

松
神
社
、

十
八
日
竹
松
長
天
神

社

(商
工
水
産
課
)

経
由
只
は
水
害
義
援
金
に

りよ?と政

今
津
紳
社
の
運

営
祭
は
何
回

市村大〈毎月1日.10日.20日発行)

謀
関
係

問

ω
保
険

税
は
高
す
ぎ
る
の

で、

な
ん
と
か
安

く
な
あ
方
法
は
な

い
も
の
で
し
ょ
う

カ仙
台
個
人
的
に
は

い
ろ
い
ろ
と
不
平

も
あ
ら
れ
/Q

乙
と

と
存
じ
ま
す
が
、

総
体
的
な
も

の
の
考
え
方
か
ら

い
い
ま
ヲ

と
、
保
険
税
の
課
税
総
額
は
、

被
保
険
者
皆
え
しま
が
一
年
間
に

昭和34年 10月 10日
(昭和33年4月22日第三種垂if便物認可〉

【
今
津
神
社
の
由
来
】

と
の
神
社
は
天
正
二
年
三
月
二

十
日
(
西
陪
一

五
七
四
年
リ
三

八
五
年
前
日
大
村
溜
主
十
六
代

大
村
純
伊

(
す
み
こ
れ
)
公
時

代
)
西
郷
対
馬
守
純
尭

(諌
早

城
主
)
が
賞
制
村
の
境
ノ
尾
に

来
襲
し
て
合
戦
し
た
と
き
、
泣

糊
村
の
百
姓
禿
小
じ
が
西
郷
軍

の
大
波
野
弥
三
郎
春
弓
で
射
留

め
て
首
を
取
り
ま
し
た
-

と
と
ろ
が
、
大
渡
野
弥
三
郎
の

入
選
者
き
ま
る

公
明
選
挙
の

塚
原
賢
二
郎

仙
川
中
周
仇
同
校
へ
新
町
二
〉

書
道
と

ポ

メ
タ

l

町
~
U
比
六

O
七
)
コ
川
巾
時
記

二

(
新
川

)
一一一作
司法十円
バmw
悶

(一川
川
山
一一一区
)

(忠
治
一台
町
布
、月
刊
日
)
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位町 一 地二 高 田 ( 西 弓大 l中(本
中)般田仲 校シ 三三大河村 学 中 正
島 〕輝昭二)ズ 浦村 了.三 校 央 行
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でい二 月 的 年 ; ま 、わ
)ず+-こ うと:正 ( "9 s1IJ n 
割れ 三 十 音 荷 ; 。迫る
附] も 日 ニ 理具 i ゃ っ戸、

( は 午 申日譜- ~ 問料
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間
富
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り (三)

監
査
公
表

(第225号)

大

村

市

監

査

公

表

矛

一

号

地
方
日
治
法
第
百
九
十
九
「倹
釦
一
一
一
項
の
規
定

陀
基

い
て
、
昭
和
三
十
三
年
度
並
び
陀
昭
和
三
十
四
年
度

定
期
段
査
や
-
執
行
し
た
の
で
そ
の
結
果
を

弐
の
'と

お
わ
公
表
す
る
。

昭
和
一一句十
凶
年
九
月
十
八
日

大
村
市
駅
査
委
員

同

小 北

西野

守康

監

査

報

告

書

、

監

査

の

種

類

一、

監

査

の

時

期

定

期

監

査

昭

和

三

十

四

年

七

月

I
l
口
M

ム
μ
〆
h
J

昭

和

三

十

四

年

七

月

二

十

一

日

ま

で

収
入
役
雪
、
企
画
室

市

民

課

向

エ

水

産

課

三

、

監

査

の

対

象

四

、

監

査

の

結

果

〔
牧
入
役
室
)

千
一
一
百
十
円
と
(
立
替
金
)
〈
心
四
一
で
あ
り
、
現
品
及
び
帳
簿
の
処
理
一

十
七
万
九
千
円
は
現
在
暫
理
中
で
一
状
況
は
逐
次
整
備
の
跡
が
見
受
け
一

あ
る
が
、
他
に
納
骨
蛍
管
理
費
が
一
ら
れ
る
が
、
な
お
、
次
ml
諸
点
に
一

三
十
一

年
十
一
月
二
十
七
日
よ

一
考
慮
の
要
が
認
め
ら
れ
た
。

一

り
、
大
蔵
省
所
管
住
宅
管
理
費
二
一
現
在
当
該
事
務
に
関
し
収
入
役
一

万

一
千
五
百
三
十
七
円
が
三
十
二
一
の
補
助
者
に
任
命
さ
れ
た
職
員
↑

年
七
月
十
九
日
よ
り
未
解
決
の
ま
一
は
、
市
長
事
務
劃
局
に
ニ
名
(
収
一

ま
で
あ
り
、
と
の
点
関
係
諜
と
連
一
ス
役
室
、
市
立
病
院
)
例
間
約
各
一

絡
を
密
に
し
て
早
期
に
処
理
す
る
一
機
関
に
四
名
(
議
会
、
教
委
、

監
↑

と
と
が
望
ま
れ
る
。

一

査

、

選

挙

の

各
事
務
局
)
計
六
名
一

な
お
、
立
木
売
払
代
金
中
に
造
一
の
物
品
出
納
員
L
r
各
課
、
出
張
所

一

林
補
助
金
を
整
理
し
て
あ
る
が
、
一
に
計
十
七
名
の
物
品
取
扱
主
任
が
一

乙
れ
は
別
途
科
目
会
殺
げ
て
処
理
一
配
置
さ
れ
て
お
り
、
牧
入
役
は
備
一

す
る
ζ
と
が
適
当
で
あ
る
。

'
一
品
出
納
得
巻
、
物
品
凶
納
員

(牧

一

一ス
役
室
を
除
く
)
並
び
に
物
品

一

四、

ι1J状の
整
理
に
つ
一

取
扱
主
任
は
、
そ
れ
ぞ
れ
備
品
一

し

て

一

台

帳

巻

備

え

て
出
納
保
管
の
責
に

一

受
領
委
任
状
の
撃
は
函
限
一
任
じ
、
更
に
指
定
物
品
組
員
と

一

り
F
委
任
者
除
き
、
品
川
割
安
払
い
一し
て
事
業
謀
、
建
設
課
、

水
道
課

一

等
で
継
続
委
任
に
よ
る
も
の
け
二

に
各

一
名
を
配
置
し
て
特
定
の
勅

一

覧
表
に
諸
事
項
を
明
示
し
て
、
日
一
品
会
計
を
担
任
し
、
と
れ
民
は
そ

一

次
兼
除
帳
の
整
理
方
法
を
な
し
、

一れ
ぞ
れ
備
品
出
納
簿
と
同
台
帳
を

一

お
お
む
ね
明
瞭
で
あ
る
。
一
処
理
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
一

な
お
、
当
該
整
理
表
は
担
任
者
一
か
じ
な
が
ら
、
と
れ
が
実
際
の
経
一

の
控
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
も
一
理
は
現
品
の
員
数
及
び
現
況
掌
握

一

の
で
あ
り
、
更
に
充
実
し
た
処
理
一が
帳
簿
管
理
上
必
ず
L
も
正
融
で

一

が
望
ま
れ
る

。

一

な

く

、

且

つ

物

品

会
計
規
則
の
運
一

一用
も
未
だ
充
分
LF
認
め
難
い
面
が
一

五
、
物
品
経
理
に
つ
い
て

一

一

一あ
り
、
と
の
点
適
実
で
な
い
掃
則

一

枚
人
役
山
所
管
に
か
か
わ
る
物
一
等
の
整
備
面
も
併
せ
て
検
討
し
、

一

品
の
出
納
保
管
は
物
品
会
計
規
則
一
適
確
な
物
品
経
理
が
望
ま
れ
る
。
一

に
車
拠
し
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
一
殊
に
指
定
物
品
や
舛
局
機
関
等

一

日リ

回
数

23 

92 

2 

(33年度)

2 外国において支払する経費

3. 遠隔の地又は交通不便の地域

において支払する経費

4 謝礼金慰問金その他これに類

する経費

5. 非常災害のため即時支払を必

要とする経費

由

1. 地方債の元利金の支払

事

自
治
法
施
行
令
指
百
五
十
条
に
よ
る

資

金

渡

商白

の

事

I _~旦|竺竺
概

算

問

及

払

期j度

期

間

資

金

20 6. 職員に支給する給与
由び及

37 

21 

37 

38 

3 

66 

157 

13 生活保護法による診療抑制

31 

1
 

4
2
u
 

1. 法令の規定に基き出頭出席参

加を求められ又は喚問された

2. 即時支払を必要 とする人夫賃

5 

74 

14 市民税保険料等の納入に闘し

交付する報償金

!合計 1
264 メ~

仁1

口 山一押すETE突す4匂見|摘

ノI!ヨ1く 民 和L 。1.018.970 

日術 I~添市県民税 261.790 O 

保 証 金 O 232.536 

住 宅保証金 52S.915 599.550 

水道料 iiiJ*llj金 505，i06 524 .~35 

li宅地対 iiiiit欽Wx:金 3.388 3，388 

市町村共j芹~，II 合掛金 423.2.{8 427，912 

立木 売払代金 789，5t6 334.944 

キrt 間 ;主 2 323.691 4.603.348 i 師代且8U直1結一4. 63 負3m主江.U l 金川08水固

納骨 堂管 理 1r 42，000 42.000 間工1事.47代2.000タト

災害 生 業 資 金 1.000 O 

里親委託費 13.957 16，779 

水害義摘金
。 O 

水 害見~~f.金 O O 

松 l位虫 1J日うたrill助金 O 347 

大Jb.~省所管住宅む即時 21，5:17 21. 537 

|日 中長 分 38 210 38.210 
(繰越簿作製中の

税 O O 
み全!U;:~保管

住宅使用料 102.534 O 

立 替 ィI7. ム 479.080 ム 479.000

犬 登録代 金 O 6.580 

小児!Hヒ予防ttfifi(t O 38.000 

l「Jk 4573.522 7.489.336 

に
お
け
る
物
品
処
理
は
、
収
入
役
一
ら
む
支
出
は
轄
理
紳
等
に
お
い
て
一

叉
資
合
前
渡

ω事
由
別
に
み
れ
一
な
い
も
の
に
つ
い
て
資
命
前
渡
さ

の
事
務
補
助
の
段
階
に
お
い
て
購
一
お
お
む
ね
良
好
に
処
理
さ
れ
て
い
一
は
「
官
会
署
に
対
し
支
払
う
べ
き
一
れ
た
も
の
が
あ
り
、
例
え
ば
奨
学

入
検
収
及
び
出
納
記
録
等
の
手
続
一
る
。
精
算
期
間
に
つ
い
て
は
別
表
一
経
費
」
が
最
も
多
く
「
謝
礼
金
、
一
資
金
、
広
告
料
等
が
あ
り
、
今
後

き
が
集
即
管
理
一
元
化
の
方
針
に一

の
通
り
で
(
一一一十
三
年
度
二
9
な
一
慰
問
金
そ
の
他
乙
れ
に
類
す
る
経
一
前
時
職
員
及
び
牧
入
役
室
の
留
意

統
一
さ
れ
て
お
r
h
ず
、
乙
の
点
強
一
わ
ち
職
員
が
受
領
す
る
前
渡
資
金
一
費
」
「
通
信
費
及
び
即
時
支
払
い
一
が
望
ま
れ
る
。
な
お
、
資
金
前
渡

化
の
要
が
認
め
内
れ
る
が
、
更
に
一
は
「
常
時
め
終
世
は
そ
の
月
分
を
一
を
要
す
尽
沌
搬
控
」
「
交
際
費
」
一
の
必
要
は
あ
ろ
が
規
定
の
不
備
に

金
銭
の
化
体
で
あ
る
重
要
江
諸
物
一
翌
月
の
十
日
ま
で
に
」
「
随
時
の
一
そ
の
他
の
順
で
あ
ゐ
が
、
と
れ
ら
一
よ
り
支
出
出
来
な
い
も
の
の
と
と

品
は
、
補
助
職
員
そ
れ
ぞ
れ
が
法
一
経
費
は
用
務
終
了
後
七
H
以
内
一
の
規
定
さ
れ
た
事
由
を
拡
強
解
釈
一
も
考
え
ら
れ
あ
わ
で
、
と
れ
r
円を

令
に
基
づ
く
管
理
者
と
し
て
そ
の
一
に
」
精
算
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
一
し
、

或
は
支
出
の
事
由
が
適
確
で
.
併
せ
て
検
討
が
望
ま
れ
る
。

資
に
任
じ
て
い
る
も
の
の
、
上
司
一
り
、
乙
乙
に
み
ら
れ
る
精
算
日
が一

i

!?
t(
1
1
1(〈
J
e
-
-
(
;
j

戸
川
町
山
封
印
n
k
m刊
一
続
四
日
日
目
白
い
M
M
1
一
〔
企
一川
室〕

一M
T
目
立
供
向
山
r
m
p
d

監
修
喜
行
な
い
遺
憾
な
汁
処
理
を
一
と
の
点
そ
れ
ぞ
れ
の
事
由
は
了
解
一

(
昭
和
三
十
凶
年
七
月
十
一
ニ
川
英
一
同
部
門
に
そ
れ
ぞ
れ
可
任
(
前
工

期
ぜ
ら
れ
た
い
。
一
さ
れ
る
も
、
用
務
中
の
期
削
は
形

一施
)

一制
業
押
門
は
甲
車
長
兼
務
)
の
芸
品

一
式
的
に
も
確
認

し
難
い
両
が
あ

一

一

帯

直

前

し

、
間
業
の
探
聞
及
び
市

六
、
資
金
前
波
及
び
概
算

一り
、
正
械
な
処
理
に
は
管
領
壁
土
一
、
概
要

一向
の
計
問
的
救
備
等
の
た
め
炉
開

挽
等
に
つ
い
て

一
宥
め
忠
実
な
整
理
を
玄
た
な
げ
れ
一
当
主
は
市
の
総
令
的
な
佐
川
町
窓
一
杵
研
究
、
引
に
閥
幹
び
V
悶
県
炉
施

一ば
完
芸
伊
期
し
難
く
、
更
に
旅
費
一
調
斉
研
究
し
、
桐
本
的
に
本
背
発

一餌
実
施
仁
川
別
す
メ
開
力
を
行
な
っ

資
金
制
捜
、
概
算
払
及
び
前
金

一等
的
概
算
払
に
も
見
受
り
ら
れ
る
一
間
恨
の
諸
開

策

の
確
立
や
図
る
た

一て
い

Z
。
叉
γ
場
符
初
致
に
つ
い

払
は
的
権
者
に
対
ヨ
る
支
払
方
法

一
清
算
時
の
決
裁
が
遅
延
し
た
場
合

一
め
問
和
三
十
二
年
凶
月
新
た
に

一て
は
昭
和
二
十
九
年
十
ド
企
穿
助

の
時
例
で
あ
り
、
そ
の
支
出
事
由
一
等
と
併
ぜ
て
合
規
の
処
理
に
つ
い

一設
問
せ
ら
れ
、

室
長
以
下
八
名

一
同
条
例
あ
制
定
し
、
関
係
各
方
面

は
地
方
自
治
法
地
行
令
泣
び
市
条
一
て
は
今
後
関
係
者

ω研
究
者
処
が

一
(
内
兼
務

一名
)
で
、
総
合
的
企

一
の
協
力
キ
得
て
、
既
に
力
州
附
刀

例
に
定
め
b
れ

亡

い

る

が

、

と

れ

一

望

ま

れ

る

。

一

一間
制
定
挫
び
に
工
場
誘
致
等
の
事
一

(
四
百
ヘ

つ
づ
く
)

訳内金件有
国保昔日雑

者並びに公聴会に参加した者

に対する実費弁償

2 

3. 即時支払をしなければ調達が

困難な物資購入加工修繕料

4. 競艇開催に要する賞金選手奨

励金

6. 選挙員投開票管理者選挙投票

立会人及び投票嘱託員に対す

る報酬及び費lf:弁償

10. 

7. 集会、儀式その他の行事に際

し直接支払を要する経費

お. 通信費及びf:lllll;j支払を'J!!-する

運搬貸

金

費

官公署に支払うべきれt'f

4ぞ

5. 公益質屋における貸付金

付

民払

際

ヨ-v.
ii8 

9. 還

11. 交

12 

日IJ

調 資
金
前
渡
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
に
よ
る

件

調

よ
一

だ

一

BS
P
'u
-F

市

広
μ
一
↑

汁
川

一

村

一

一則
に
よ
れ
ば
、
閣
議
宗
収
入

一

一役
よ
れ
原
符
(
領
収
済
通
知
書
)

大
一
(
昭
和
三
十
四
半
七
月
十
!
こ
の
回
付
委
げ
て
般
納
得
仁
詩

一日
実
施
)

一前
の
印
や
押
し
ナ
整
理
ず
あ
、
乙

一

一

と
に
な
っ
て
お
り
現
行
事
務
処
理

一
一
、
概
要

一

一

一に
統

一
ぞ
欠
い
て
い
る
，か
、
乙
の

刊
一
当
室
は
収
入
役
の
職
務
権
限
に
一
点
当
該
浩
司
に
期
待
せ
ら
れ

76

新
一
周
す
る
金
銭
円
戊
ぴ
物
品
会
計
事
務
一
納
得
の
朝
日
開
完
見
泣
び
登
記
陪
査

日
一
を
処
理
し
て
お
り
、
収
入
役
の
下
一
等
の
原
則
的
事
務
組
織
の
と
り
入

m
一
に
事
務
史
時
四
名
(
内
主
任
こ
れ
を
、
更
に
者
一
周
し
ア
担
当
課
以

何

一
名
)
開
員
四
各
、
嘱
託
一
名
‘

臨
一
外
の
職
員
で
取
母
つ
消
内
事
務
U

M

一時一層
二
名
、
計
十
一
名
を
も
っ
て
一
整
理
方
法
等
に
つ
い
r
検
討
す
る

山
一
分
担
し
て
い
る
が
、
事
務
整
理
の
一
と
と
が
望

JRる。

引
一
状
況
は
全
mm
的

に

改

善

工

夫

さ

一

:

刊
一
れ
、
お
お
む
ね
良
好
で
あ
る
。
一
一
一
一
、
雑
部
金
の
処
理
に
つ

)

一
二
、
牧

納

簿

消

込

事

務

に

一

し

て

日

可

一

一

昭

和

三

十

三
年
三
月
三
十

一
日

忠一

つ
い
て

一

ω主
一

及

び

昭

一

利

三

十

凶

年

六

門

末

け

の

月
間
一

現
在
収
入
役
詣
で
行
な
っ
て
い

一雑
部
保
管
金
内
状
引
は
別
衰
の
通

j
同
一
ろ
収
納
仰
の
消
的
事
務
は
、
庶
務
一り
で
あ
る
。

リ

ヨ

一
課
、
財
務
課
、
均
ム
水
産
謀
、
市
一
雑
部
金
整
理
神
は
規
制
さ
れ
て

け

嶋

一
民
税
、
福
祉
事
務
所
所
管
の
歳
入
一

い
る
種
別
口
座
の
根
理
方
法
、
並

j
m
一
金
に
つ
い
て
処
理
し
、
税
務
課
、

一び
に
各
課
に
お
い
で
整
理
A1
0楠

和
何
一
保
険
衛
生
課
水
晶
謀
、
病
批
、

一
助
待
(
内
訳
簿
}
の
記
帆
方
法
に

昭
砕
一
農
林
謀
、
事
業
課
所
管

ω銭
入
金
一
つ
い
て
両
帳
簿
の
関
連
性
に
不
統

間
一
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
所
管
謀
の
担

一一

な
点
な
ど
し
ば
し
ば
桝
摘
し
て

側
一
当
職
員
を
し
て
消
込
事
務
を
行
な

一い
る
か
、
未
だ
充
分
で
な
く
更
に

一

わ

せ

て

い

る

。

一

処

理

面

の

研

究

が

望

ま

れ
る
。

一

こ
れ
ら
の
事
務
処
理
は
財
務
規
一
叉
内
容
中
(
旧
帳
分
)
三
万
八

-
F
b
q
L
5
t
i
h
-
-
qL
n
b

qυ
qd
R
u
nu
q
d

Ru

qd
，

q
J
R
U
R
d
R
U
ャ
'
R
u
q
u
に

d
l
q
d
R
u
q】
今

】

t
A
1
n
7
M

qu
ワ
臼
ヴ
レ

-A
1
A
1
A
i
i
i

官

4
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円
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A
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A
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1
4
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司
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d
内
d

今

J
司

u
q
u
q
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q
u
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A
U
T
8
9
E
J
Q
d

受

一
数

一
1
6
7
5
1
6
4
9
3
3
1
2
7
0
3
1
3
1
5
4
9
6
0円
4
9
7
2
0
8
2
8
8
0
8
5
1
3
3
6
2
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

一
ι

5
一
件

一

2
3
3
4
3
3
3
2
4
2
3
2
1

1

1

1

1

1

1

一0
一

一phu
-

i

p

-

-

一
円

一

日

一

一

。，u

一

矧

一
郎

一
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
叩
日
ロ
日
目
白
同
口
問
認
引
幻

2
2
2認
話

回

目

回

目

釘

認

2
2
2
2回
目

白
日
引
臼
的
制
打
出
即
位
げ

一計
一

数

び

件

妻女

(
期
聞
は
受
領
H
よ
り
精
算
H
ま
で
)

調

(
期
間
は
受
領
日
よ
り
精
算
日
ま
で
)



{四)

(一一
一一
聞
か
ら
つ
づ
ぐ
)

株
式
会
社
大
村
発
箇
所
(
出
刀
六

万
六
千

k

u
就
業
人
員
約
百
r

凶

十
名
)
及
び
穴
村
耐
火
株
式
会
社

(
資
本
金
二
百
万
州
、
就
算
人
員

約
六
十
名
」

ml
誘
致
を
み
て
い

る
、

号FD
 

n
yι
 

同
一

当
室
一
台
孔

三十一一
一年
度
予
算

μし
一
め
執
石
川
い
況
ρ

仏
大
袈
は
町
表
H
t
と

一
・
お
り
で
去
り
、
関
係
部
帳
鈴
む
整

一
一
坦
は
点
止
む
十
村
良
好
で
庄
司
ゐ
が
次

一
の
点
に
今
復
の
宙
お
か
望
流
れ
て

一る
ι

一
利
昭
和
三
十
三
年
度
に
お
け
る

り

一

溜

池

余
水
吐
調
査
及
び
測
量

に
、
人
安
'質
盆
三
万
四
千
八
百

七
十
四
円
を
支
払
わ
れ
て
い

あ。
と
れ
は
昭
和
三
十
二
年
度
末

当
室
が
よ
配
調
査
事
務
を
水
道

課
に
委
託
し
、
該
謀
の
常
動
的

二
、
予
算

の
執
行
状
引
等

に
つ
レ
て

よだ政市

Jjlj 

|科
新農 村建設針

i綜合:i:i't面利回|
i工場誘致貨 231.000 I 119.700 

外

タ|、

村

委託料 97.092円

111¥費 99.955

~ 
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昭和 33年度支出状況表

賃金 130.010川

工事詰釘背 187.908

山

4i
 

j
 

縦長

310.224 

637.892 

出

昭和 34年 10月 10日
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支~j 

505500 

728.0GO 

γ1 ---予

表

目 (項)

(ロ)
楠 年 済ス 措十三 と て今とくと務と し過 年 度にも解給I:U金時 水 せ 該 貿の た 臨
架二 ) 役 悩 万年新がは後雷原の処な (2) (1)てし度 ) 鹿のの調さは同道ず訓(/;.予も 時
情月当雑が円度部望慎とわ因 よ 理ウ整除を係に予も保践 と動蒼 繰が料及も り十 本と三 は て ) よ 研11で 上 智れ室 k 謀 査室 算の職

安手緊李主主E脅点空2三ヂ芸者己ぇ安議長特芝ム緊広をEL霊子五反穴五言霊在主、右事りた号響去三説記長昔話予青玉号
3fLi額 れ 十ザ ノ言5~杭ウそぢ処便るで得 し籍 、く 凶 を 、 仁 附 コ給 《れ 険 歌 山 度事企何 が 相 響 時 、支肌 之 Wrり 倒1，-て， ~こ 支るし

詰詰2222主主主缶詰持伝説立与主要望長 8221zzfZ詩型諮問ま最長転出量
、!斤[三は い に 額 本lJ すに の な lEぎ れた略 本;fの確同該 設険 ク十支訟と ぷ IJGへあば生二お仕 'G日間三 十 引 き阿 賀 よ員。}年』ごはた 室せ

ブ1問 -t轄( 糾 (1と るち}で粁を"9"i;ニl 。民の煩 ilrH保費す等、給めは 平委貿 つ でがけし 由か 一lニ 事 JI課 金り の 臨 度 支 、入 所 し
州 線二 理 l吹越五十 とい、宮H召、事 i 免 Ij.t関険めと)iら 健三I字詰調 算言f金てあ三るた L...縦三年 務た 7 :'!正 支質時 ) 給 当夫草め

等rTt'J;登町務( 一六(
市 51録内此内当、 i-J配i

号量ぷあ日際音嬰誌空
円務 匡Ij雪:鮪躍、 安)ー1・

常、 人 絡 のー訴! 凶
生 主登調二名 主長 年
活要録 整 係を 以 七
に食 及 、に合下 月
最糧 び 戸 分 む 十 十
も の 印籍か)七 五
緊 配鑑住れ で名
密給に民、町 一卜

タト旅貸 100.985

階
力
会
社
よ
り
受
け
入
れ
た
も
「
な
つ
な
が
り
そ
も
つ
事
務
を
分
掌

の
で
あ
る
が
跨
線
楠
の
管
理
に

一し
て
い
る
。
特
に
新
一
戸
籍
法
に
よ

つ
い
て
地
元
と
意
見
調
邸
中
の一
る
一
同
箱
改
製
事
務
は
昭
和
三
十
三

た
め
、
新
部
金
と
し
で
保
管
し

一年
四
月
一
日
よ
り
向
v

つ
三
カ
年
の

現
在
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る

一予
定
を
も
「
て
実
施
中
で
あ
り
、

が
、

建
設
課
長
管
す
る
の
が

一そ
の
状
況
は
次
表
の
と
お
り
で
あ

泊
当
と
認
ぬ
ら
れ
る
。

一る
。

な
末
、
収
入
役
室
に
お
い
て
一

な
お
旧
国
籍
数
六
千
六
百
一
中

も
約
料
金

σ糾
越
事
務
に
際
し

一
(
イ
表
)
簡
易
改
製
を
要
す
る
一戸

℃
民
、
開
計
帳
鈎
た
あ
名
諜
所
一緒
四
千
三
百
四
十
五
は
第
一
年
次

官
昨
州
釈
符
め
繰
越
額
の
総
計

一に
お
い
て
改
製
そ
終
り
、
隈
本
的

と
日
じ
所
管
の
整
理
簿
と
の
摂

一改
製
そ
要
ず
る一同
一世相
二
千
二
百
五

代
せ
を
祢
認
し
、
料
理
事
務
に

一十
六
は
一
一
一十
一一一年
度
よ
り
三
カ
年

過
献
な
会
場
期
せ
ら
れ
た
い
.

一の
計
画
で
(
ロ
表
)
改
製
し
、
除

籍
叉
は
新
一戸
籍
を
編
成
中
で
あ
る

が
、
簡
易
改
製
を
終
了
し
た
一戸
籍

四
千
三
百
四
十
五
に
つ
い
て
も
更

〔
市
民
課
〕

~~ 

省令とは戸籍法
i可n28条第一!J}iの戸
籍改製に関する省
令の略記

一一一一一一 ~0 1j 一一 |ーヱ鐙位上盛一一
6 601 

4.345 

調

省令第4条第lJJ'iCmi易改製)に該当する戸総数

数

器〈

製

公
U

私市
小

改籍

の1百

一回
'

|日 F' 

1虚

法

表

(1) 

イ

く2) 省令第5条第1項 (松本的改製〉に該当する戸籍数 1 2.256 1 

数

籍

吋

二

施

戸

M
M

二

挟

幻
辺
川

o
M
二
に
根
本
的
改
製
を
要
し
、

現
在
計
一
年
度
は
六
月
末
円
現
在
)

一
て
証
紙
貼
附
の
処
理
が
な
さ
れ
て

一
の
記
載
を
欠
い
だ
も
の
が
あ
り
、

対

9

3

1J
二
画
外
の
余
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